
〔記者発表資料〕 

「四国地区無電柱化推進計画」の策定について 

道路管理者、関係行政機関、電線管理者からなる四国地区電線類地中化協議

会は５月１２日、無電柱化を推進するための計画として「四国地区無電柱化計画

（Ｈ１６－Ｈ２０）」（資料２）をとりまとめました。  

 

「無電柱化計画」のポイント 

○ 道路管理者と電線管理者が実施箇所を合意 

  四国地区の一般国道、都道府県道、市町村道において、事業計画、無電

柱化の方式の定まった箇所についての計画をとりまとめた。  

   四国全体 35.8km 

   高知県     7.8km        （資料２ P2 参照）                

 

○ 市街地の幹線道路の無電柱化は 5 年間でほぼ倍増 

・県所在地等の主要都市においてまちの顔となる道路の無電柱化率を 

   四国全体 ４６％→６９％へ  

   高知県   ５０％→７０％へ （資料２ P5 参照） 

・市街地の幹線道路を無電柱化し、市街地の幹線道路の無電柱化率を   

四国全体 ４％→７％へ 

高知県   ４％→７％へ   （資料２ P5 参照） 

 

○無電柱化を推進するため、コスト縮減を推進 

   ・照明柱と一体となったトランスを設置するソフト地中化、複数の通信系事業    

     者のケーブルを一本の管路に集約する供用ＦＡ方式や裏配線・軒下配線の 

導入等により２割以上のコスト縮減            （資料２ P１０参照） 

・道路拡幅箇所等について計画段階からの調整を行い原則、同時施工 

 

 【資料】 

資料 1：四国地区地中化協議会 メンバー 

資料２：四国地区無電柱化計画（Ｈ１６－Ｈ２０）  

資料３：無電柱化推進計画箇所一覧表 

資料４：計画箇所図面 

 

平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ ３ 日 

四国地区電線類地中化協議会高知地方部会 

•  

 

【問い合わせ先】 
四国地区電線類地中化協議会高知地方部会 事務局 
四国地方整備局 土佐国道事務所 副所長 下田和美 
                管理第二課長 曽我部芳隆 
         電話 088-882-9161 
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資料－１

四国地区電線類地中化協議会 委員

機 関 名 所 属 役 職 摘 要

道 路 部 部 長 会 長

四 国 地 方 整 備 局

建 政 部 都市調整官

四 国 総 合 通 信 局 情 報 通 信 部 部 長 副 会 長

四 国 経 済 産 業 局 電力・ガス事業部 部 長 会 長副

広域調整第二課長四 国 管 区 警 察 局 広 域 調 整 部

徳 島 県 県 土 整 備 部 次 長

香 川 県 土 木 部 次 長

道 路 都 市 局 長愛 媛 県 土 木 部

高 知 県 土 木 部 副 部 長

ＮＴＴ西日本（株） 基盤サービス部 部 長

基盤設備担当部

四 国 電 力 （ 株 ） 配 電 部 部 長

日本CATV連盟四国支部 支 部 長

K D D I （ 株 ） 高松テクニカルセンター ｾﾝﾀｰ長 オブザーバー

日本テレコム（株） 高 松 セ ン タ ー ｱｼｽﾀﾝﾄ オブザーバー

ﾏﾈｰｼﾞｬ

㈱ＳＴＮｅｔ 通 信 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 部 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ オブザーバー

線 路 チ ー ム

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ 事 業 部 部 門 長 オブザーバー

統 合 ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ 部

ﾌｧｲﾊﾞﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部門

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ四国 ﾈｯﾄﾜｰｸ企画部 部 長 オブザーバー
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四国地区電線類地中化幹事会

機 関 名 所 属 役 職 摘 要

道路情報管理官 幹 事 長

路政課長

道 路 部 道路計画課長

四 国 地 方 整 備 局 地域道路課長

道路管理課長

建 政 部 都市・住宅整備課長

徳島河川国道事務所 事務所長

香川河川国道事務所 事務所長

松山河川国道事務所 事務所長

土佐国道事務所 事務所長

四 国 経 済 産 業 局 電力・ガス事業部 電力安全課長

四 国 総 合 通 信 局 情 報 通 信 部 電気通信事業課長

四 国 管 区 警 察 局 広 域 調 整 部 課長補佐

道路保全課長

徳 島 県 県 土 整 備 部 道路建設課長

都市計画課長

香 川 県 土 木 部 道路保全課長

都市計画課長

土 木 部 道路建設課長

愛 媛 県 道路維持課長

都市整備課長

高 知 県 土 木 部 道路安全利用課長

都市整備課長

NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱四国支店 企 画 部 部 長

四 国 電 力 （ 株 ） 配 電 部 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

日本CATV連盟四国支部 ㈱ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ四国 ﾈｯﾄﾜｰｸ技術統括ﾁｰﾌ
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                             資料－２ 

                                                          
四国地区無電柱化推進計画（Ｈ１６－Ｈ２０） 

                                                        

１．はじめに 

電線類地中化については、昭和61年度から３期にわたる「電線類地中 

化計画」と「新電線類地中化計画」に基づき、関係者間の協力のもと積

極的に推進してきたところである。 

これまでの取り組みにより、市街地の幹線道路※1の無電柱化率※2は４％、

県庁所在都市のまちの顔となる道路※3の無電柱化率は４６％(いずれも

平成15年度末見込み)となり一定の整備が図られてきている。しかし、そ

の水準は欧米と比較すると依然として大きく立ち遅れており※４、引き続

き推進していく必要がある。 

また、「新電線類地中化計画」策定以降、「交通バリアフリー法」※５ 

の施行や「観光立国行動計画」※６の策定等がなされ、道路から電柱・電

線を無くす無電柱化に対する要請は、歩行空間のバリアフリー化、歴史

的な街並みの保全、避難路の確保等の都市防災対策、良好な住環境の形

成等の観点からもより一層強く求められるようになり、これまでの幹線

道路だけではなく非幹線道路においても無電柱化を進めていくことが必

要となっている。 

一方、電力・通信分野の自由化の進展等に伴い電線管理者の経営環境 

は厳しさを増し、また国・地方公共団体における財政事情も悪化してお

り、一層のコスト縮減等円滑な推進のための課題への対応も必要となっ

ている。 

こうした時代の要請と課題に応え、無電柱化が美しい国づくり、活力 

ある地域の再生、質の高い生活空間の創造に大きく貢献することを目指

し、新たに主要な非幹線道路も整備対象に加え地中化以外の手法も活用

して、四国における無電柱化を計画的に推進するため、中央において、

とりまとめられた「無電柱化推進計画」の内容を踏まえつつ、国、公共

団体等の道路管理者と電線管理者が合意した４５．９ｋｍの内、事業計

画、無電柱化の方式の定まった３５．８ｋｍを対象として本計画を策定

したものである。 
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２．無電柱化の基本的な考え方 

無電柱化は、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災 

害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、観光振興、地域活性

化等の観点からその必要性及び整備効果は大きく、一層の推進が強く要

請されている。それらの要請に応え、自由化等で厳しさを増す電線管理

者の経営環境や国・地方公共団体の財政状況の悪化等の課題に対応しつ

つ、道路管理者、電線管理者及び地元関係者（地方公共団体、地域住民）

が三位一体となった密接な協力のもと、これまでの幹線道路に加え新た

に主要な非幹線道路も対象として、より一層の無電柱化を積極的に推進

する。 

 

 

３．無電柱化対象の考え方 

 １）基本的方針 

 無電柱化対象の選定にあたっては、以下を基本的方針とする。 

 ①まちなかの幹線道路については、引き続き重点的に整備を推進するも 

のとする。 

 ②都市景観に加え、防災対策（緊急輸送道路※７・避難路の確保）、バリ

  アフリー化等の観点からも整備を推進するものとする。 

 ③良好な都市環境・住環境の形成等が特に必要な地区においては、主要 

    な非幹線道路も含めた面的な整備を実施するものとする。 

 

 ２）無電柱化実施個所の選定 

 無電柱化実施個所の選定にあたっては、基本方針に沿って、以下の要

件を総合的に勘案し、必要性及び整備効果の高い箇所を選定した。 

①路線要件 

  不特定多数の歩行者や自動車の利用頻度の高い、地域の骨格となる 

幹線道路及び主要な非幹線道路の無電柱化を重点的に実施するものと

する。 

②用途要件 

  商業地域、近隣商業地域、住居系地域において引き続き無電柱化を 

実施するものとする。 
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③関連事業要件 

  土地区画整理事業、市街地再開発事業、バリアフリー化事業等、他 

の関連事業と併せた無電柱化にも着手する。 

④沿道要件 

  地域の景観改善への取り組み、電力・通信の需要の観点に配慮して 

無電柱化を実施するものとする。 

  

 

４．無電柱化の進め方 

 １）コスト縮減 

 電力・通信分野の自由化の進展等に伴い厳しさを増す電線管理者の経営

環境、国・地方公共団体の財政事情の悪化などに対応するため、無電柱化

のコストを縮減することが急務である。そのため、さらなる簡便でコスト

縮減が可能な無電柱化の手法として以下の方針で実施するものとする。 

  ①同時施工 

 都市部のバイパス事業、拡幅事業、街路事業、土地区画整理事業、

市街地再開発事業、バリアフリー化事業に併せて、電線共同溝等を原

則同時施工するものとする。その際には、計画のなるべく早い段階か

ら調整を行い円滑な事業実施を図るものとする。 

  ②浅層埋設方式の導入 

 従来よりコンパクトで簡便な浅層埋設方式※８を標準化するものとし、

掘削埋め戻し土量の削減等により概ね２割のコスト縮減を目標とする。 

 ③地中化以外の無電柱化手法の導入 

 非幹線道路を中心に、軒下配線・裏配線※９等の手法も導入し、無電

柱化するものとする。 

 

 ２）整備手法 

①電線共同溝方式 

 以下のa)、b)のいずれかに該当する道路については、電線共同溝方

式による整備を基本とするものとする。 

a)幹線道路 

 ・商業地域、オフィス街、駅周辺、住居地域の幹線道路 

 ・地域防災計画に位置づけられている都市部の緊急輸送路等 
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b)以下の地区内の幹線道路及び主要な非幹線道路 

 ・くらしのみちゾーン 

 ・バリアフリー重点整備地区(特定経路※１０) 

②電線共同溝方式以外の無電柱化手法 

軒下配線等の地中化以外の無電柱化手法も活用して整備するものとす

る。 

なお、土地区画整理事業や宅地開発事業などにおいて、まちづくりの 

計画段階から共同して計画を行い、主要な道路においては、裏配線な

どにより当初から電線や電柱がない環境を実現する手法も活用するも

のとする。 

 

 ３）整備を進めるにあたっての体制 

四国地区電線類地中化協議会並びに、県単位の地方部会も適宜開催

し、構成員の意見を反映させながら円滑な推進に努めるものとする。 

 

５．費用負担のあり方 

 無電柱化に伴う費用については、以下の通りとする。 

①電線共同溝方式：電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、 

道路管理者及び電線管理者等が負担する方法 

②その他、無電柱化協議会で優先度が低いとされた箇所において無電柱 

化を実施する場合には、原則として全額要請者が負担するものとする。 

 

 

６．整備の目標 

 平成16年度から20年度までの５年間を計画期間とし、以下を目標として

整備を推進するものとする。 

 ①市街地の幹線道路については、その無電柱化率を現在の４％から７％ 

に向上させる。 

 ②県庁所在都市において「まちの顔となる道路」の無電柱化率について

は、４６％から６９％に向上させる。 

 ③くらしのみちゾーン※１１、バリアフリー重点整備地区等、主要な非幹線

    道路も含めた面的整備を推進すべき地区については、１７箇所実施す

  る。 
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7. 各地区における選定の考え方 

  

 

【徳島地区】 

 ○まちなかの幹線道路の都市景観向上のため、徳島市内の商業地域の整

備を推進する。 

 

 ○防災対策や情報通信ネットワークの信頼性の確保も引き続き推進で

きるよう、まちなかの「緊急輸送道路」の整備を推進する。 

 

 ○コスト縮減及び路上工事抑制の観点から、拡幅事業や街路事業等と同

時施工箇所整備を推進する。 

 

【香川地区】 

 ○都市景観の向上及び防災対策等の観点から、まちなかの緊急輸送道路

を重点的に整備する。 

 

 ○バリアフリー基本構想に基づく「特定経路」及び準特定経路の整備を

推進する。 

 

 ○街路事業やバリアフリー事業と合わせ都市の顔となる幹線道路の整

備を推進する。 

 

【愛媛地区】 

 ○都市景観の向上及び防災対策の観点から街中の緊急輸送道路を重点

的に整備する。 

 

 ○「くらしのみちゾーン」に指定している道後温泉街の景観整備と共に、

そのアクセス道となるＪＲ松山駅から道後温泉間を「愛媛の顔」とな

るような路線（箇所）と位置づけ、優先的に推進する。 

 

 ○松山城周辺、宇和島城（駅）周辺、今治駅周辺、新居浜駅周辺を「圏

域中心都市の顔」となる路線（箇所）と位置づけ、優先的に推進する。 

 

 ○今治新都市関連、「坂の上の雲」まちづくりプロジェクト関連等、都

市（地域）の再生に資する路線（箇所）を優先的に推進する。 
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【高知地区】 

 ○都市景観整備と共に今世紀前半にも発生の恐れがあると言われてい

る南海地震の防災対策の観点から、まちなかの幹線道路等、緊急輸送

道路の整備を優先的に推進する。 

 

 ○バリアフリーの観点から、高知市交通バリアフリー基本構想に基づく

重点整備地区内の特定経路及び主要道路において高知駅周辺都市整備

事業（連続立体交差事業、土地区画整理事業、関連街路事業）との同

時施工箇所を重点的に整備する。 

 

○良好な都市環境・住環境の形成のため、「あんしん歩行エリア」※１２  

    内の地域の整備を行う。 
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８ ． 整 備 の 量 、 ア ウ ト カ ム
１ .　 　 四 国 地 区 に お け る 電 線 類 地 中 化 延 長 の 推 移

第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 第 ５ 期 合 計
徳 島 4.7 2 .7 1 .2 10 .9 10 .1 6 29 .6 6
香 川 8 .5 8 .4 3 .1 11 .5 6 .7 38 .2
愛 媛 7 .2 3 .8 4 .5 12 11 .1 1 38 .6 1
高 知 0 2 .7 7 .1 6 .7 7 .8 2 24 .3 2
合 計 20 .4 17 .6 15 .9 41 .1 35 .7 9 130 .7 9

2.　 　 第 ５ 期 の 地 区 別 道 路 種 別 別 整 備 延 長

直 轄 国 道 補 助 国 道 都 道 府 県 道 市 町 村 道 合 計
徳 島 5.1 0 3 .9 6 1 .1 10 .1 6
香 川 3 .7 0 1 .9 1 .1 6 .7
愛 媛 3 .04 1 .5 2 5 .2 1 1 .3 4 11 .1 1
高 知 2 .1 0 3 .3 2 .4 2 7 .8 2
合 計 13 .94 1 .5 2 14 .3 7 5 .9 6 35 .7 9

（単 位 ：ｋ ｍ ）

注 1） 第 1期 か ら 第 3期 の 値 は 電 線 類 地 中 化 デ ー タ ベ ー ス に よ る 。

注 2） 第 ５ 期 の 値 は 、 合 意 延 長 の う ち 事 業 計 画 、 整 備 方 針 の 定 ま っ た 区 間 及
　 　  第 ４ 期 計 画 の 未 着 手 区 間 0.59ｋ ｍ を 含 む 値 。

地 中 化 延 長 の 推 移 （ｋ ｍ ）
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3.　　第５期計画におけるアウトカム指標の設定
（市街地の幹線道路の無電柱化率）

無電柱化延
長
（ｋｍ）

無電柱化率
（％）

無電柱化延
長
（ｋｍ）

無電柱化率
（％）

徳島県 149.2 7.0 4.7 12.5 8.4
香川県 158.0 7.0 4.4 13.0 8.2
愛媛県 231.2 5.4 2.3 11.9 5.1
高知県 123.4 5.1 4.1 8.1 6.6
四国計 661.8 24.5 3.7 45.5 6.9
全国計 22,042 2,067 9 17

4.　　第５期計画におけるアウトカム指標の設定
（主要都市におけるまちの顔となる道路の無電柱化率）

無電柱化延
長
（ｋｍ）

無電柱化率
（％）

無電柱化延
長
（ｋｍ）

無電柱化率
（％）

徳島市 19.32 8.30 43.0 13.35 69.1
高松市 9.82 5.96 60.7 7.69 75.0
松山市 13.93 5.07 36.4 7.98 57.3
高知市 10.72 5.39 50.3 9.24 76.9
四国計 53.79 24.72 46.0 38.26 68.9
全国計 1,580 757 48 925 58

注）市街地の幹線道路の無電柱化率とは、
　　都市計画法における市街化区域および市街化区域が定められていない
　　人口１０万人以上の都市における用途地域内の一般国道及び都道府県
　　道のうち、電柱、電線のない道路の延長の割合。

注）主要都市における「まちの顔となる道路」の無電柱化率とは、
　　県庁所在地の商業地域における一般国道、都道府県道及び４車線以上の
　　市町村道のうち、電柱、電線のない道路の延長の割合。

全道路延長
（ｋｍ）

平成１５年度末 平成２０年度末見込み

平成１５年度末 平成２０年度末見込み
全道路延長

（ｋｍ）
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【参考資料】 

  ※1 市街地の幹線道路 

都市計画法における市街化区域及び市街化区域が定められていない人口１０万人以上 

都市における用途地域内の一般国道及び都道府県道 

 

   ※2  無電柱化率 

     電柱、電線のない道路の延長の割合 

  

  ※3 まちの顔となる道路 

県庁所在地の商業地域における一般国道、都道府県道及び、４車線以上の市町村道 

 

    ※4 欧米や全国との比較 

 

※5 交通バリアフリー法 

 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 
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※6 観光立国行動計画  

 平成１５年５月に観光立国関係閣僚会議を開催、行動計画の作成に着手し、内閣官房

並びに国土交通省が中心となって関係省庁が連携しながらとりまとめ平成１５年７月３

１日決定された。無電柱化については、「無電柱化による美しい街並み、快適な通行空

間の形成」として以下の記述となっている。 

まちなかの幹線道路に加えて、歴史的街並みの保全等が特に必要な地区の主要な非幹線

道路においても電線類地中化を推進するため、平成１５年度中に、簡便でコスト縮減が

可能な地中化方式を検討するとともに、平成１６年度から始まる新たな「電線類地中化

計画」を策定する。警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省 

 

  ※7  緊急輸送道路 

       地震防災対策特別措置法に基づき指定されるものであり、第１次輸送確保路線は、広

域的な輸送に必要な主要幹線道路及び重要港湾・空港を接続する幹線道路。第２次輸送

確保路線は、県内の防災活動の重要拠点施設である県庁、土木事務所、警察、市町村役

場及び地域の医療拠点、広域避難場所等の主要な施設と第１次輸送確保路線とを接続す

る道路 

 

※8 浅層埋設方式 

 

 

 

 

 

 

 

   ※9  軒下配線・裏配線 

          狭い道路などで電線を地中化する以外に無電柱化する手法として、各家屋の軒下に直  

    接電線をはわせる軒下配線や、表通りから見えないように配線する裏配線が考えられた。 

 

 

 

 

 
  

【従来の方式】 【浅層埋設方式】

幅員2.5m程度が必要 幅員2.5m未満でも施工可能

・約17％のコスト縮減 

・狭小空間においても施工可能

約 1.5m 
約 0.8m 
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※10  特定経路 

       交通バリアフリー法により指定されるものであり、重点整備地区内において特定旅客

施設(利用客が１日平均５０００人／日以上)と高齢者、身体障害者等が日常生活または

社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設等との経路 

 

※11  くらしのみちゾーン 

 ゾーン内において、身近な道路から通過交通を排除し、道路にかつてのような生活の賑  

わいをもった空間として再整備をはかるものであり、「くるま」中心から「ひと・自転車」

中心へ施策のシフトを行う。施策には、ゾーン内で一方通行、速度規制、クランク、ハン

プ等が考えられる。 

 

※12  あんしん歩行エリア 

  歩行者の通行を優先すべき住居系や商業系地区等において、歩行者・自転車の安全性の

向上を図ることを目的としたものであり、駅周辺やバリアフリー重点整備地区を優先的に

選定し、交通安全上の対策を道路管理者、交通管理者が連携し、対策を講ずる。施策には、

歩道整備、歩道のバリアフリー化、速度規制、クランク、ハンプの設置等が考えられる。 

 

※13 ソフト地中化 

安全かつ円滑な交通の確保を図るために、照明柱と一体となった柱状型機器を設置する

ものであり、民地への引き込みは地下引込みと架空引込みの二種類がある。 

柱状型機器とは、通常の上空に設置する機器に比べ、小型等で景観の整備に配慮した形

状のものをいう。なお、機器とは、変圧器、電源供給器、幹線増幅器等をいう。 

また、地域実態、道路状況に合わせ、脇道電柱、裏配線・軒下配線を活用するなど、様々

な方式を柔軟に組み合わせ、無電柱化を実現させる整備手法もソフト地中化の一部である。 

    

 2.00m

1.00m

1.25m

0.50m0.25m

地上機器

2.00m

1.00m

1.25m

0.50m0.25m

地上機器

1.75m

柱状型機器と一体と
なった照明柱

0.25m

1.75m1.75m

柱状型機器と一体と
なった照明柱

0.25m
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※14 共用ＦＡ方式 
複数の通信系事業者のケーブルを一本の管路で共用する方式で、従来型に比べ、

コンパクトな構造となっている。 
幹線系のボディ管と引き込み用の共用ＦＡ管からなる。 

     
     
      

      

      

      

      

      

   

      

 



無電柱化推進計画箇所一覧表（第５期・H16～H20）　　　　　
高知県 資料ー３

道　路 歩　道 当　該

図　面 市区町 延　長 幅　員 地　域 備考

番　号 村名 （ｍ） （ｍ） （ｍ） 条　件

高－1 高知市
土佐国道事
務所

一般国道
（直轄） 一般国道３２号

高知市知寄町１丁目（中宝永町交差点）～高知市知寄町２丁目（知寄
町２丁目交差点） 450 900 5.5

商業地
域

第１次 ○ まちなかの幹線道路について整備
促進 電共

電力系：全地中化方式
通信系：共用FA方式

高－2 高知市
土佐国道事
務所

一般国道
（直轄） 一般国道３３号 高知市本丁筋（上町５丁目交差点）～旭町１丁目（旭町１丁目交差点） 400 800 3.5

商業地
域

第１次 ○ まちなかの幹線道路について整備
促進

○

電共
電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

高－3 高知市
土佐国道事
務所

一般国道
（直轄） 一般国道５６号

高知市南宝永町（南宝永町交差点）～高知市中宝永町（中宝永町交
差点） 200 400 4.0

商業地
域

第１次 ○ まちなかの幹線道路について整備
促進 電共

電力系：全地中化方式
通信系：共用FA方式

高－4 高知市 高知市 街路（市） （都）高知駅前里線 高知市（新本町交差点） 100 100 5.0

商業地
域

○ ○ 拠点街区・交通バリアフリー法特定
経路・区画整理事業に併せて施工

○

電共
電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

高－4’ 高知市 高知市 街路（市） （都）高知駅前里線 高知市（新本町交差点） （100） 100 5.0

商業地
域

○ ○ 拠点街区・交通バリアフリー法特定
経路・区画整理事業に併せて施工

○

電共

電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式
継続箇所

高－5 高知市 高知市 街路（市）
（都）愛宕町北久保
線 高知市新本町一丁目4-24～新本町二丁目71 600 900 3.5

近隣商
業地域

○ ○ 拠点街区・交通バリアフリー法特定
経路・区画整理事業に併せて施工

○

電共
電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

高－5’ 高知市 高知市 街路（市）
（都）愛宕町北久保
線 高知市（新本町交差点）～高知市（日赤病院東出入口） （300） 300 3.5

近隣商
業地域

○ ○ 拠点街区・交通バリアフリー法特定
経路・区画整理事業に併せて施工

○

電共

電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式
継続箇所

高－6 高知市 高知市 街路（市） （都）高知駅西線 高知市高知駅西線北交差点～高知駅西線南交差点 245 490 4.5

近隣商
業地域

○ 拠点街区・区画整理事業に併せて
施工

○

電共
電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

高－7 高知市 高知市 街路（市） （都）高知駅東線 高知市高知駅東線北交差点～高知駅東交差点 265 530 4.5

近隣商
業地域

○ 拠点街区・区画整理事業に併せて
施工

○

電共
電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

高－8 高知市 高知県 街路（県）
（都）はりまや町一
宮線 高知市比島町一丁目9～はりまや町一丁目13 750 1,500 4.5

商業地
域

○ ○

交通バリアフリー法特定経路 電共
電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

高－9 高知市 高知県 県道 桂浜はりまや線 高知市梅の辻（潮江橋）～桟橋通三丁目 900 1,800 5.0

商業地
域

第１次 ○ 良好な都市環境、住環境の形成・
「あんしん歩行エリア」該当地区 電共

電力系：ソフト地中化方式
通信系：共用FA方式

（直轄河川国道事務所計） 1,050 2,100

（県及び市町村計） 2,860 5,720

（合計） 3,910 7,820

○ソフト地中化方式：電線共同溝の整備手法の一つで、地上機器を照明柱等の柱上に設置するもの（需要家への配線は、地下配線及び架空配線の２種類がある）。

○共用FA方式：複数の通信事業者のｹｰﾌﾞﾙを一本の管路で共用する方式で、幹線系のﾎﾞﾃﾞｨ管と引き込み用の共用FA管からなる。

○裏配線方式：無電柱化を進めるうえで、無電柱化の必要な通りから行っていた需要家への配線を裏通りから行うもの。

○くらしのみちｿﾞｰﾝ：地区内の身近な道路を歩行者・自転車優先とし、併せて無電柱化や緑化等の環境整備を行って、交通安全の確保と生活環境の質の向上を図ることを目的に指定した地区。

○緊急輸送道路：災害時の救援活動や、応急復旧、生活物資の緊急輸送を円滑かつ確実におこなうため、これらの活動に必要な施設をﾈｯﾄﾜｰｸして結ぶよう指定した道路。

○道路延長の（　）内数値：道路延長としては、他の箇所に含まれている延長。

○CATV連盟は柱状型機器の検討も研究課題としており、ソフト地中化方式の採用の可能性あり。

○整備を進める上で計画を変更する場合がる。

まちなかの
幹線道路

他事業との
同時施工

緊急輸
送道路

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
重点整備地区

無電柱化方式

整　　　備　　　箇　　　所

事業主体 道路種別 路線名 整備箇所名（起終点交差点名等）

整備延長 くらしの
みちｿﾞｰﾝ




